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平成２９年度地域再生マネージャー事業に係る支援業務委託仕様書 

 

１．業務委託件名 

平成２９年度地域再生マネージャー事業に係る支援業務 

 

２．業務委託の目的 

  一般財団法人地域総合整備財団（以下「財団」という。）が平成２９年度に実施する地域再生

マネージャー事業を円滑かつ効果的に業務を遂行で きるように総合的に支援を行うことを目

的とする。 

 

３．業務委託の内容 

 3－1．外部専門家活用助成 

(1)採択事業に対する支援 

①申請書類の内容整理及び情報提供 

   ・申請地域の状況 

・派遣される地域再生マネージャー等の外部の専門家（以下｢外部専門家｣という。）の情報

提供 

・類似事例、参考資料の提供 

②採択地域・外部専門家に対する支援 

   ・事業に関する質疑応答 

・事業実施に当たっての各種助言 

  ③事業進捗の管理及び支援 

   ・採択地域の事業進捗を確認するための現地調査への同行（１採択地域当たり年２回程度

（事業開始、中間段階を想定）。採択地域は１４件程度を想定） 

・議事概要、議事録の作成 

・事業の進捗に影響がある課題が判明した場合、財団及び採択地域に報告のうえ、解決方

法等を提示する。 

【留意事項】現地調査に係る同行経費は、受託者の負担とする。 

 ④「事業報告会（マネージャー報告会）」の運営支援 

   事業の進捗状況を確認し、事業を着実かつ円滑に実施するため、採択地域及び外部専門家 

による報告会を実施する。（都内、年１回程度を想定） 

   ・会議資料の作成 

   ・事前打合への同行 

   ・議事要旨、議事録の作成 

【留意事項】資料作成及び同行経費は、受託者の負担とする。 

⑤地域再生の参考情報の管理支援 

販路開拓、誘客促進の情報を管理し、地域に提供することにより、「ビジネス志向」を促進し、 

地域の経済循環構築を支援する。 

・地域再生の参考情報の管理 

・採択地域への情報提供及び支援 
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(2)「アドバイザー会議」の運営支援 

地域再生マネージャー事業の実施に当たり、平成 29 年度事業採択時、平成 29 年度事業中 

間報告、平成 29 年度事業最終報告及び平成 30 年度事業採択時の段階において、外部有識者

（以下「アドバイザー」という。７名程度を想定）から助言を受ける会議を開催する。（財団

内 会議室を想定） 

   ・会議資料の作成 

   ・事前打合への同行 

   ・議事要旨、議事録の作成 

【留意事項】資料作成及び同行経費は、受託者の負担とする。 

 

 3－2．外部専門家派遣（短期診断） 

(1)事業進捗の管理及び支援 

   ・採択地域の地域再生の方向性を提言するための現地調査への同行（１採択地域当たり年

間１回程度、２泊３日を想定、採択地域は６件程度を想定） 

   ・課題提言・調査の補助 

   ・最終日に行う調査結果報告会の提言説明資料の作成 

・議事概要、議事録の作成 

   ・アンケートの集計 

【留意事項】現地調査に係る同行経費は、受託者の負担とする。 

 

3－3．事例報告研究会の開催等 

(1)｢地域再生セミナー｣に関する運営支援 

地域再生の事例を広報するために開催する。（全国２箇所程度を想定） 

・セミナーへの同行 

・議事要旨、議事録作成 

・アンケートの集計 

【留意事項】現地同行経費は、受託者の負担とする。 

 

(2)「地域再生マネージャー研修連絡会」に関する運営支援 

地域再生マネージャーの勉強会・意見交換のために開催する。（都内、年１回程度を想定） 

・会議への同行 

・議事要旨、議事録作成 

【留意事項】現地同行経費は、受託者の負担とする。 

 

(3)報告書等の作成 

平成２９年度地域再生マネージャー事業の取組概要のほか、事業の評価・分析（可能な限

り定量的な効果分析）を行い、報告書（Ａ４で１８０頁程度を想定）及び概要書をとりまと

める。 

   また、報告書とは別に、実施した地域の中で最もモデル性として評価が高い複数の地域を
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選択し、地域再生の専門知識を活かして、その要因や汎用性など評価・分析を行い、画像と

ともにニュース・リリース形式でデータにてとりまとめる。 

 

3―4．過去事業のフォローアップ 

  地域再生マネージャー事業の効果測定をするために、当財団事業終了後にアンケートに 

より次年度計画に向けた進捗状況の評価・分析を行い、データにて取りまとめる。 

 

3－5．その他、関連庶務事項等 

財団の広報活動に係わる企画立案、事業実施に付随する各種資料の整理など関連業務を実施

する。また、地域再生に係わる専門的な素養を持つ人材の発掘に協力し、人材情報収集・提供、

人材の紹介等を財団に対して積極的に行う。 

 

3－6．その他、提案 

(1)当事業の効果と問題点、改善点を抽出し事業評価をするとともに、地方創生に資するために 

当事業の推進についての具体的な提案を行う。 

(2)上記(1)のほか、当事業全般にわたる提案を行う。 

 

４．業務委託期間 

  契約締結の日の翌日から平成３０年３月３１日までとする。 

 

５．成果物 

  ①報告書１０部（Ａ４コピー製本） 

②電子データ一式（ＣＤ又はＤＶＤ）１枚 

成果物については、全て財団に帰属するものとする。 


